
平成１５年２月１８日判決言渡平成１４年(ワ)第１５２２号 謝罪広告等請求事件
主文
１　被告らは，原告に対し，連帯して金１７０万円及びこれに対する平成１３年１
２月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告株式会社徳間書店は，原告に対し，金１１０万円及びこれに対する平成６
年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４　訴訟費用は被告らの負担とする。
５　この判決は，第１，２項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
１　被告らは，別紙１記載の掲載条件で，別紙２記載の謝罪広告を掲載せよ。
２　被告らは，原告に対し，連帯して金１７００万円及びこれに対する平成１３年
１２月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告株式会社徳間書店は，原告に対し，金６００万円及びこれに対する平成６
年７月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，フリーランスのアナウンサーである原告が，平成１３年１２月及び平成６
年７月に発売された「週刊アサヒ芸能」（以下「週刊アサヒ芸能」という。）に掲
載された記事によって名誉を毀損されたとして，これを発行した被告株式会社徳間
書店（以下「被告徳間書店」という。）並びに平成１３年の記事を執筆した記者及
び平成１３年当時の週刊アサヒ芸能の編集長に対して，損害賠償とともに，平成１
３年の記事に関して週刊アサヒ芸能裏表紙に謝罪広告を掲載することを求めている
事案である。
１　争いのない事実等
以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠によって容易に認定できる事実であ
る（末尾に証拠を掲記した事実以外は，当事者間に争いがない。）。
(1)　当事者等
ア　原告は，平成元年４月から平成５年１２月までテレビ朝日にアナウンサーとし
て在籍していたが，現在ではいわゆるフリーランスのアナウンサーであり，平成１
２年１０月以降現在までテレビ朝日のスーパーＪチャンネルという番組（以下「本
件番組」という。）の中の「快適！生活塾」と題するコーナーでレポーターを勤め
ている。なお，原告は，その傍ら，慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程に在
学している。（甲１１号証）。
イ　平成１３年１０月２４日に放送された本件番組で，原告が乳がん検診を体験し
ている様子が放送され（以下「本件放送」という。），乳房や乳首が映っている検
診中の映像（以下「本件映像」という。）も放送された。この本件映像は資料映像
であり，原告本人のものではないが，本件放送の際には資料映像であることは放送
されなかった。
ウ　被告徳間書店は，書籍，雑誌等の企画，制作，販売等を業とする株式会社であ
り，週刊アサヒ芸能を発行している。
　　被告Ｂ及び被告Ｃは被告徳間書店の従業員であり，被告Ｂは，週刊アサヒ芸能
の記者として，企画・取材のうえ本件映像に関する後記本件記事①本文及び１頁目
に記載されたリード部分を執筆し，被告Ｃは，週刊アサヒ芸能の編集長として，本
件記事①のタイトル（後記本件タイトル）を作成した（被告Ｂ及び被告Ｃ本人尋問
の結果）。
(2)　本件記事①等
ア　平成１３年１２月１１日発売の週刊アサヒ芸能５６巻４８号（平成１３年１２
月２０日号，以下「本件雑誌」という。）の２９頁ないし３１頁には，以下の記事
が掲載されている（以下「本件記事①」という。甲１号証）。
(ア)　２９頁には，その頁の約３分の２程度の大きさで「『Ｄの元愛人』Ａアナを
襲うこれが『乳首モロ出し画像』だ！」という本件記事①のタイトル（以下「本件
タイトル」という。）があり，その上部に「スーパーＪチャンネルで『半裸姿』が
流され・・・」，タイトルの下部に「元テレビ朝日アナウンサーで，現在はレポー
ターやＤＪとしても活躍しているＡアナ。そんな彼女に，ショッキングな事件が起
こった。なんと，彼女の『乳首モロ出し画像』がテレビで放送されたあげく，ネッ
ト上で“裏取引”されているというのだ。本誌がさっそく問題の画像を入手すると
－。」とのリードがあり，タイトル横に本件番組において放送された画像４枚（女



性が乳ガン検診を受けている画像３枚，原告の画像１枚）が掲載されている。
(イ)　本件記事①の本文の内容は，以下のとおりである。
ａ　「一瞬，わが目を疑った！」と題する項
(ａ)　まず，夕方のニュース番組の時間帯は激戦区であるが，その中でも本件番組
の特集が充実しており好評を博していること，原告は同番組の特集でレポーターを
担当しており，企画の提案をすることも多く，番組スタッフの評判がいいことが記
載されている。
(ｂ)　そして，原告の経歴として，元テレビ局のアナウンサーでスポーツキャスタ
ーを務めていたこと，テレビ朝日の社員と結婚したが離婚したこと，プロ野球球団
のＤとの不倫が報じられたこともあったこと，平成５年にテレビ朝日を退社し現在
はフリーであることが記載されている。
(ｃ)　そのうえで，本件放送を見たワイドショー・ディレクターのコメントとし
て，乳がん検診を受ける原告の乳房・乳首が映っていたので驚いた旨が記載され，
有名な女子アナウンサーが夕方のニュース番組で自らの乳房をさらけだすのは前代
未聞であり信じられない出来事であること，記者が本件放送のビデオを入手して再
生したことが記載されている。
ｂ　「これ，垂れませんか？」と題する項
(ａ)　まず，本件放送が，自己検診や乳がんの最先端の検査方法などを紹介したま
じめなものであることが記載されたうえで，放送内容の描写がなされている。
　　すなわち，原告が検診を受けている間，当初は検査室のドアの映像及び原告の
声のみが放送されていたが，検査室内の映像となり，上半身裸の後ろ姿の映像，検
査機械に挟まれた乳房の映像の後，乳首もはっきりと映っている左右の乳房が映し
出された（本件映像）との描写がなされ，これが「史上初の“乳首露出シーン”」
であると記載されている。
(ｂ)　そして，上記の映像（本件映像）を「乳首モロ出し画像」と名付け，同画像
が本件放送翌日からインターネットで話題となったこと，「お宝系の雑誌」にも本
件映像が投稿されていることなどが記載され，「３６歳の熟女アナウンサー」が取
材とはいえ乳房・乳首をあらわにしたとなれば興奮するのももっともである旨の記
載がなされている。
ｃ　「今でもマニアが取り引き！」と題する項
(ａ)　まず，本件番組のプロデューサーが，本件映像は資料映像であり，原告本人
と誤解した者がいるとすれば謝罪する旨述べたこと，これに対して，前出のワイド
ショー・ディレクターが，本件放送の構成などからすれば誰でも原告本人と思うの
であり，本件放送は視聴者を混乱させるものである旨述べ，憤慨していること，本
件放送において原告の映像と乳首映像が繰り返され，資料映像である旨のテロップ
もなかったことからすれば，制作者において視聴者が勘違いすることは容易に想像
できることが記載されている。
(ｂ)　そして，テレビ朝日関係者が，ベテランのテレビマンまでもが本件映像が原
告を映したものであると誤解した要因は，原告の最近の姿勢にあると述べたうえ，
「周知のように彼女は男性関係で失敗した。テレ朝局員と結婚していたにもかかわ
らずＤとの“不倫”が報道され，“愛人”扱いもされた。そんな状況に嫌気がさし
て，『もうテレビには出たくない』と言っていたくらいなんです。そんな彼女がま
たテレビに戻ってまじめに番組に取り組んでいる。乳がん検診のようなまじめな企
画なら，覚悟を決めておっぱいを出しても全然不思議じゃないって思ってしまった
んです。そういう真摯な姿勢が，今の彼女にはあるんですよ。」と述べたことが記
載されている。
(ｃ)　最後に，原告が「今回の事件」の被害者であること，原告に多忙を理由に取
材を断られたこと，本件映像はインターネット上で取り引きされるなど独り歩きを
していることが記載されている。
イ　被告徳間書店は，本件雑誌の表紙（以下「本件表紙」という。）に「週刊アサ
ヒ芸能」の雑誌タイトルから２段下の中央部からみてやや左よりの位置に，赤字ゴ
シック体活字で，本件タイトルを３種類の大きさの文字を使用して掲載し，そのう
ち，「Ｄ」「愛人」「Ａ」「乳首モロ出し画像だ」に一番大きな文字が使用されて
いるのに対して，「アナを襲う」についてはこれらの４分の１程度の大きさの文字
を使用した（甲２号証）。
ウ　被告徳間書店は，平成１３年１２月１０日発売のスポーツ新聞（日刊スポー
ツ，サンケイスポーツ，スポーツニッポン，東京中日スポーツ）各紙の東京版及び
大阪版に本件雑誌の広告（以下「本件広告」という。）を掲載し，同月１１日ころ



には，ＪＲ，地下鉄その他私鉄各線の列車内に同内容の中吊り広告合計７８７５枚
を出した。
　　本件広告には，本件雑誌に掲載された記事のタイトルが２０掲載されている
が，本件タイトルは右から２番目の位置に３種類の大きさの文字を使用して掲載さ
れており，「Ｄ」「愛人」「Ａ」「乳首モロ出し画像だ」に一番大きな文字が使用
されているのに対して，「アナを襲う」についてはこれらの４分の１程度の大きさ
の文字が使用されている（甲３号証）。
(3)　本件映像に対するインターネット上での反応
　　平成１３年１１月１９日，インターネットの掲示板において「『緊急』Ａの乳
癌レポート！自ら乳晒す」というスレッドが作成され，同日から同月２８日にかけ
て，本件映像が原告を映したものであることを前提とした複数の書き込みがなされ
た。なかには，原告について「Ｄの元愛人」と書き込んだものもあった。また，本
件映像自体も，インターネットにおいて表示されていた。（乙２号証）
(4)　本件記事②
　　被告徳間書店が発行した週刊アサヒ芸能４９巻２６号（平成６年７月１４日
号）には，「元テレ朝アナ美人人妻はいまも『通い同棲中』オフに迫られる『略奪
結婚』の決断！」というタイトルの記事（以下「本件記事②」という。）が掲載さ
れている（甲６号証）。
　　本件記事②では，Ｄのマンションに人妻だった元アナウンサーが通っている話
が出ているというリードのもと，この人妻は原告であり，前年７月にＤ選手のマン
ションで密会している現場写真を写真誌に掲載されたこと，芸能レポーターがＤの
つまみ食いであると考えた旨述べたこと，原告とＤの関係がまだ続いており，テレ
ビ朝日関係者が，原告は夫と別居していると聞いた旨述べたことが記載されてい
る。
２　争点及び当事者の主張
(1)　争点１　本件記事①等は原告の名誉を毀損するものか
（原告の主張）
ア　「愛人」等の記述
　　本件記事①，本件表紙，本件広告に記載された本件タイトルのうち「『Ｄの元
愛人』Ａアナ」という記載，本件記事本文中の「Ｄとの“不倫”が報じられたこと
もあった」「周知のように彼女は男性関係で失敗した。テレ朝局員と結婚していた
にもかかわらずＤとの“不倫”が報道され，“愛人”扱いもされた」という記載
は，原告がＤと過去不倫関係にあり，その愛人であったという事実を摘示したもの
であり，これにより原告の社会的評価を低下させたというべきである。
イ　本件映像についての記述
　　また，本件タイトルのうち「Ａアナを襲うこれが『乳首モロ出し画像』だ」と
の記載は，原告の胸部裸体を撮影した画像が現実に存在し，その画像が本件雑誌に
掲載されているという事実を摘示したものである。特に，日刊スポーツ各紙，列車
内の中吊り広告に掲載された本件広告では，「アナを襲う」の部分が非常に小さい
活字で組まれているため，「Ｄの元愛人Ａアナ『乳首モロ出し画像』だ」という記
載のみが，一般読者・乗客の記憶に残る蓋然性が非常に高い。
　　本件記事本文中においても，本件番組において放送された胸部裸体が原告のも
のであるかのような記載があり，これらの記載は，原告の私生活上の事柄に関して
誤った認識を流布するものであり，原告の名誉を毀損するものである。
（被告らの主張）
ア　「愛人」等の記述
(ア)　原告は，有名な女子アナウンサーでテレビ番組のレポーターとして活躍して
いるのであるから，一般市民が強い関心を持つ結婚，恋愛等の事項について，有名
タレントと同様に新聞・雑誌等の記事の対象となることを当然容認していると解せ
られる。
(イ)　また，原告とＤとの関係は，すでに多くのメディアにより同様のことが報道
されており，世間一般に広く知れ渡っていることであるから，これを摘示しても原
告の社会的評価が低下することはない。なお，当初の報道から８年が経過している
が，それ以降も折に触れて報じられている。このように，過去，多数の週刊誌が原
告とＤとの関係を大々的に報じたにもかかわらず，原告が何ら名誉回復のための措
置をとっておらず，原告は，Ｄとの関係を報じられることについて包括的に容認し
ていたものである。
イ　本件映像についての記述



(ア)　原告は，本件タイトルのうち「Ａアナを襲うこれが『乳首モロ出し画像』
だ」との記載が，原告の胸部裸体を撮影した映像が現実に存在し，その映像が本件
雑誌に掲載されているという事実を摘示していると主張するが，これは，映ってい
るのは原告ではないのに一般視聴者の間で原告が映っていると話題となっていた本
件映像に原告が襲われている，すなわち，本件映像によって原告が被害にあってい
るという趣旨であり，一般人もそのように判断すると考えられるし，仮にこのタイ
トルの意味をよく理解できない読者は記事の本文を読むであろうから，いずれにし
てもタイトルの意味を理解できることになる。
　　また，一般人は，週刊誌の見出しや新聞広告・列車内の中吊り広告において，
読者の興味を引くため誇張した表現がなされることをよく知っており，これらのみ
で判断することはないところ，本件記事①本文の内容は以下の(イ)のとおりである
から，原告の主張は失当である。
(イ)　原告は，本件記事①本文中にも，本件映像が原告のものであるかのような記
載があり，これらが「原告の私生活上の事柄に関して誤った認識を流布するもの」
であると主張するが，原告はテレビ番組のレポーターとして仕事上乳がん検診を受
けたのであり，画像が放映され広く一般視聴者の目に触れることを予定していたの
であるから，これを私生活上の事柄とする原告の主張はそもそも筋違いである。
　　また，原告主張部分が具体的にどの記述なのか明らかでないが，本件映像につ
いて描写した記述を指すとすると，同記述は，被告Ｂが同画像を一般人の通常の感
覚により見たとおりに忠実に描写したものであり，誤った認識を流布するものでは
ない（実際，一般視聴者の間で，本件映像が原告のものであるとして大きな話題と
なっていた。）。また，被告Ｂは，原告の乳首の画像である旨の記述をしていない
うえ，本件映像が資料映像であるとする担当プロデューサーのコメントをそのまま
掲げるなどして，本件映像が原告本人を撮影したものでないことを明記している。
(ウ)　よって，本件記事①により，一般読者が，本件映像に映っているのが原告で
あると誤解することはありえない。
ウ　本件記事①を全体的に見れば，原告の仕事ぶりを高く評価しているのであっ
て，本件記事①により原告の社会的評価が低下することはない。
　　むしろ，本件映像は，テレビ局の編集の仕方に問題があったため，原告の身体
を撮影したものであると一般視聴者が誤解し，インターネット上などにおいて大き
な話題となっていたところ，本件記事①はこれに終止符を打つ役割を果たしたので
ある。
(2)　争点２　本件記事②は原告の名誉を毀損するものか
（原告の主張）
　　本件記事②には，「Ｄといえば，Ｅ野球のカナメだが，同時にやたらもてる選
手でもある。」「人妻だった元アナウンサーが，依然，Ｄのマンションに通ってい
るという話が飛びだした。」「この美人妻とはＡ元テレビ朝日アナウンサー」
「『あのころＤには，社会人野球時代から交際していた女性やＦとの仲も，しきり
と噂された。単なるつまみ食いだろうと思いましたよ』（芸能レポーター）」「テ
レビ朝日関係者によると，『ふたりの交際はまだ続いているようですよ。彼女はご
主人と別居しているとも聞きました』」などと，原告の私生活上の事柄に関し，原
告の社会的評価を低下させる内容が記載されている。
（被告らの主張）
　　争点１（被告らの主張）アに同じ。
(3)　争点３　慰謝料及び名誉回復措置
（原告の主張）
ア　考慮すべき事情
　　原告は，硬派な報道番組を中心に活躍しているフリーランスのアナウンサーで
あり，清廉なイメージを維持することは職業上極めて重要であるうえ，慶應義塾大
学大学院社会学研究科修士課程に在学中であるにもかかわらず，Ｄと愛人関係にあ
ったことや，原告の乳首をうつした画像が存在するといった事実無根の風説を流布
されたことにより，筆舌に尽くしがたい多大な精神的苦痛を被った。
　　本件雑誌の販売数は公称４４万部であるから，全国で数十万人の読者が本件記
事を読んだことが推測される。また，次号が発売されるまでの１週間にわたり本件
雑誌が全国の書店等に平積み・陳列されたに相違なく，極めて多数の不特定人（１
冊につき１０人が見たとすると公称発行部数が４４万部であるから４４０万人）が
本件表紙に記載された本件記事のタイトルを目にしたことになる。さらに，本件広
告は日刊スポーツ新聞各紙及び列車内の中吊り広告に掲載されたから，少なくとも



数百万人の不特定人がこれを目にしたことが推測される。
　　そして，原告が被告会社に対して本件記事に対する誠実な対応を求めたことに
対して，被告Ｃは，原告がプライバシーを放棄しているとしたうえ，Ｄとの愛人関
係は周知の事実であるから名誉毀損にはあたらないなどと不誠実極まりない回答を
した。
　　特に被告徳間書店は，週刊アサヒ芸能に１度ならず２度までも，原告の私生活
上の事柄に関し，興味本位の暴露記事を掲載したものであり，その加害行為の態様
は極めて悪質である。しかも，本件記事①②の内容は，いずれも何ら公共の利害に
関わるものではなく，その真実性についても全く根拠がない。そして，同被告は，
週刊アサヒ芸能の売れ行きが好調なことから社員全員に３万円の大入り袋を出すな
ど，原告の名誉を侵害する興味本位の記事を掲載することにより多大な経済的利益
を獲得している。これらの事情も，損害賠償額の算定に際して斟酌されるべきであ
る。
イ　損害額
　　被告らの不法行為により原告が被った精神的苦痛は，そもそも金銭では慰謝尽
くしがたいものであるが，あえて金銭で評価すると，本件記事①については，上述
のように４４０万人が本件雑誌の表紙・本件広告等を目にしたと推測して１人あた
りの損害額を５０円と仮定しても，損害額は２億２０００万円と算定される。そう
すると，本件記事①により原告が被った精神的損害額は，いかに控えめに考えても
２０００万円を下ることはあり得ないところ，原告はうち１５００万円を請求す
る。また，本件記事②については，５００万円を下ることはない。
ウ　名誉回復措置
　　原告の社会的評価を原状回復するためには，別紙１記載の掲載条件で，別紙２
記載の謝罪広告が掲載される必要がある。
エ　弁護士費用
　　原告は原告代理人に本件訴訟の追行を委任し，相当額の報酬を支払うことを約
した。本件訴訟の難易度等を総合考慮すれば，被告らの本件記事①による不法行為
と相当因果関係のある弁護士費用は３００万円であるところ，うち２００万円を請
求する。また，本件記事②についての弁護費用は１００万円である。
（被告らの主張）
ア　考慮すべき事情，損害額，名誉回復措置について
　　原告は，これまでのマスコミに対する積もり積もった恨みの感情を本件記事に
対して一気に爆発させ，ぶつけてきているのであって，被告らに対するものとして
は明らかに過剰というべきである。
　　また，原告の被告徳間書店に対する通告書は，事実を無視した一方的なもので
あり，いきなり法外な要求を突きつけるものであったが，被告徳間書店は丁寧に言
い分を述べて理解を求めたのであって，誠実に対応した。
　　原告は，被告らが原告についての記事を掲載することにより多大な経済的利益
を獲得していると主張するが，アサヒ芸能の売上部数の増加と本件記事とは直接何
の関係もない。なお，週刊アサヒ芸能の平成１３年上期の実売部数は２３万２９５
８部である。
イ　弁護士費用について
　　原告が原告代理人に本件訴訟の追行を委任したことは認めるが，その余は争
う。
(4)　争点４　消滅時効の抗弁（本件記事②について）
（被告徳間書店の主張）
ア　原告は，本件記事②などにより結婚生活に傷を負わされ離婚した（平成７年５
月離婚）旨供述する一方，平成１３年１２月に本件雑誌が発売されてから従前の記
事等を調査し本件記事②を知ったと供述する（原告本人）が，これらは矛盾する。
イ　前者が事実であれば，本件記事②が原告の名誉を毀損するものだとしても，原
告は遅くとも平成７年５月に離婚した時点において，本件記事②を知っていたこと
になるから，平成１０年５月の経過によって時効期間が満了した。被告らは，平成
１４年１１月１９日，本件口頭弁論期日において時効を援用した。
　　なお，後者が事実であれば，原告が陳述書及び証言において述べたマスコミに
対する非難が，本件記事②に対して向けられたものではないことは明らかである。
（原告の主張）
　　民法７２４条にいう「被害者カ････損害ヲ知リタル時」とは，被害者が損害の
発生を現実に認識した時をいうところ，原告は平成１３年１２月１９日に本件記事



②の存在を初めて認識したから，同日から消滅時効が進行する。
第３　当裁判所の判断
１　争点１（本件記事①等は原告の名誉を毀損するものか）について
(1)　「愛人」等の記述について
ア　まず，本件記事①，本件表紙及び本件広告における「Ｄの元愛人」との記載
（本件タイトル），本件記事①におけるＤとの不倫が報じられたこともあった旨の
記述（本文），原告が男性関係で失敗した旨の記述（本文），結婚していたにもか
かわらずＤとの不倫が報道され愛人扱いもされた旨の記述（本文）は，原告が過去
にＤと不倫関係にあったとの事実を摘示したものであることは明らかで，一般人に
対し，このような不倫関係が存在したとの印象を与え，原告の名誉を毀損するもの
というべきである。
イ　これに対し，被告らは，原告とＤとの関係はすでに多くのメディアにより報道
されており，世間一般に広く知れ渡っていることであるから，本件記事①により原
告の社会的評価が低下することはないと主張する。
　　そこで，原告とＤとのこれまでの報道内容（以下「既報記事」という。）を検
討する。平成５年８月に，原告がＤと食事をした後同選手の自宅マンションに赴い
たことをもって「不倫デート」などと週刊誌等で一斉に報じられたこと（乙１号証
の１ないし６），平成６年１月に，Ｄに原告以外に「本命」の女性がいるとの噂が
あると報じられたこと（乙１号証の７），同年７月，８月，９月に，Ｄが原告以外
の女性との関係を取り沙汰されたことを契機に，原告とＤとの不倫関係が続いてい
ると報じられたこと（乙１号証の８ないし１０），平成８年１１月，「消えた美人
キャスター１０人」という記事において原告が取り上げられた際に「Ｄとの中を写
真週刊誌にスッパ抜かれたことでも有名」と触れられたこと（乙１号証の１１），
平成９年９月には，
Ｄの夫婦関係が良好でないことを主題とした記事において，その原因の１つとして
原告との関係が続いていることが報道された（乙１号証の１２）ことが認められ
る。
　　ところで，上記のとおり原告とＤとの関係が話題となったのは平成５年８月で
あるところ，本件雑誌が発売されたのは平成１３年１２月であり８年間以上の隔た
りがあり，直近の報道（乙１号証の１２）でも平成９年９月であり，本件雑誌の発
売とは４年以上の隔たりがある。そして，既報記事のうち初期の報道は，原告とＤ
との不倫を主題としてものであったが，平成６年以降の記事は，Ｄと他の女性との
関係を報じるにあたって原告を引き合いに出したものや，原告を紹介するにあたっ
て平成５年８月の報道に触れたものにすぎない。
　　一方，本件記事①の主題は，本件映像に関するものであることは明らかであ
り，既報記事の報道内容とは質的に異なる上，原告が「Ｄの元愛人」であったか否
かにより，その記事の内容に変化をきたすものとは認められない。そして，週刊ア
サヒ芸能と既報記事の雑誌（乙１号証の１ないし１２）の読者層が同一とは限ら
ず，上記のとおり既報記事の報道時期と本件雑誌の発売時期とは相当間隔があいて
いることの諸点を考慮すれば，既報記事をもって原告の社会的評価がすでに低下し
ていて本件記事①によって新たに原告の社会的評価が低下することはない，という
ことはできない。
ウ　なお，被告らは，その主張のアにおいて，原告は有名な女子アナウンサーとし
て活躍しているから，有名タレントと同様に新聞，雑誌等の記事の対象になること
を容認していたとか，過去の報道について何ら名誉回復のための措置を取っておら
ず，Ｄとの関係が報じられることについて包括的に容認していたなどと主張してい
るが，有名なアナウンサーだからといって名誉やプライバシーが当然に保護されな
いということはないし，また，平成５年当時に原告が既報記事に対して法的手段等
を採らなかったことをもって，その報道内容を容認したことになるものではないこ
とも当然である。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(2)　本件映像に関する記述について
ア　次に，本件記事①，本件表紙及び本件広告における「Ａアナを襲うこれが『乳
首モロ出し画像』だ！」との記載（本件タイトル）について検討すると，この記載
は，原告の乳首が映った映像が存在し，その映像が本件雑誌に掲載されているとの
事実を摘示したものと認められ，このタイトルだけを読んだ一般読者にその様な印
象を与えるものであり，これにより女性としての原告の社会的評価を下げ，その名
誉を毀損するものと認めるのが相当である。
　　これに対し，被告らは，本件タイトルの趣旨は，原告が映っていないにもかか



わらず映っているとして話題になっていた本件映像に原告が襲われていること，す
なわち，本件映像によって原告が被害にあっていることを示すものであると主張す
る。しかし，本件タイトルのみを目にした一般読者の通常の読み方を基準とする
と，「乳首モロ出し画像」との表現は，誰の映像か明記されていないこともあっ
て，通常その上部に氏名が記載されている原告の映像であるとの印象を抱かせるも
のであり，「襲う」との表現も，原告が自身の「乳首モロ出し画像」を暴露されて
いるとの印象を強めるものであると解されるのであって，一般読者に被告らが主張
するような印象を抱かせるものではないというべきである。
イ　他方，本件記事①の本文は，冒頭部分で本件映像が原告を映したものであるか
のような記述がなされているものの，本件番組のプロデューサーが本件映像が資料
映像であると述べた旨が明確に記載されており，それを前提として，原告を映した
画像であると誤解されることは容易に想像でき，原告が「今回の事件」の被害者で
あることや，本件映像がインターネット上で取引されていることなどの記述がなさ
れているのであって，これらの記述は，テレビ朝日の本件番組で，原告の乳首を映
したものと一般視聴者に誤解されるような画像が放送されたことや，インターネッ
ト上でそのような誤解を前提として画像が取引されていることなどを報道したもの
であり，原告の名誉を毀損するものとはいえない。
ウ(ア)　ところで，雑誌の表紙や広告などに掲記される記事のタイトルは，一般的
に，限られた字数の中で記事内容を要約する必要からある程度の省略がなされるこ
とがあり，また，読者の関心をひいて購買意欲をそそるためしばしばある程度の誇
張や脚色を伴った表現がなされることもあるところ，一般読者もそのような認識に
基づいて記事のタイトルを判断するのが通常であると考えられる。そこで，当該記
事及びそのタイトル（見出し）が第三者の名誉を侵害するものであるか否かを判断
する場合には，タイトルの内容が，記事全体の内容をある程度省略したものであっ
たり，多少の誇張はあるものの本文記事の内容と概ね一致する場合には，これらを
一体として判断するのが相当であるが，タイトル（見出し）が記事全体の内容と一
致しないものであっ
たり，過度に誇張・脚色がなされているため，一般読者に記事全体から受ける印象
と全く異なる印象を与えるような場合には，そのタイトルは，本文記事とは別個の
表現物として，独立の判断対象とするのが相当である。
(イ)　これを本件についてみると，前記のとおり，本件タイトルの摘示内容は，本
件記事①の内容と正反対の内容を持つものと考えられるから，両者を一体の表現物
として評価するのは相当でなく，別個の表現物として評価すべきである。そして，
上記アで認定判示したとおり，本件タイトルは原告の名誉を毀損するものと認めら
れるところ，本件記事①の本文を読めば，一般読者の誤解は解消されるであろう
が，電車の中吊り広告や本件表紙を見た読者が全て本件記事を読むとは限らないか
ら，本件記事①の内容が誤解を与えるものでないとしても，本件タイトルによる原
告の名誉毀損を否定することはできないというべきである。
２　争点２（本件記事②は原告の名誉を毀損するものか）について
(1)　本件記事②の内容は，争いのない事実等(3)に記載したとおりであり，人妻で
ある原告が，Ｄのマンションに通うなど平成５年８月当時に取り沙汰された関係が
平成６年７月時点でもまだ続いていて，夫とは別居していることなどの事実を摘示
し，一般読者に対して，原告が結婚しているにもかかわらず不倫相手のマンション
に通っているとの印象を与えるものである。さらに，そのタイトルにおいて「通い
同棲中」との表現が用いられており，原告が「同棲」と評されるほど足繁くＤのマ
ンションに通っているとの印象を与えている。
　　このような印象を与える本件記事②により，原告の社会的評価が低下すること
は明らかである。
(2)　被告らは，本件記事①について主張したのと同様，原告とＤとの関係はすでに
報道により世間一般に知れ渡っているところであり，本件記事②は原告の社会的評
価をさらに低下させるものではないと主張する。
　　しかし，本件記事②は平成６年７月に発売された週刊アサヒ芸能に掲載された
ところ，それ以前に報道されていたのは，上記１(1)イで認定したとおり，平成５年
８月に原告がＤと食事をした後同選手の自宅マンションに赴いたことをもって「不
倫デート」などと報じた複数の記事（乙１号証の１ないし６）のほか，平成６年１
月にＤには原告以外に「本命」の女性がいるとの噂があることなどを報じた記事
（乙１号証の７）のみである。
　　しかも，本件記事②は，Ｄとの関係が大きく報じられた時期から１年近く経過



した後のものであることや，既報記事がＤとの関係の継続性を指摘していないのに
対して，本件記事②は同時期からＤとの関係が継続しているとの事実を新たに摘示
し，原告がＤのマンションに足繁く通っていることや夫と別居していることなどを
紹介することによって，その確実性を強く印象づける結果になっていることなどの
事情からすると，本件記事②は，原告の社会的評価をさらに低下させたものといえ
る。
３　争点３（慰謝料及び名誉回復措置）について
(1)　慰謝料について
　　甲８号証，甲１１号証，原告本人尋問の結果によれば，原告は，Ｄとの関係に
ついて報道されたことにより，平成５年１２月にテレビ朝日を退社し，私生活にお
いても平成７年５月に離婚を余儀なくされ，カウンセリングを受けるなどしていた
が，平成１１年４月に慶應義塾大学に入学し，将来に対する希望を持つことができ
る心理状態になって，平成１２年１０月から，夕方の報道番組である本件番組のレ
ポーターとしてテレビ朝日に復帰したことが認められる。
　　そして，本件記事②は，平成５年８月に原告とＤとの関係が複数の週刊誌等で
大きく報道されていた時期から１年近く経過し，世間の原告に対する関心が薄らい
できたと考えられる時期に出されたものである。また，既報記事に新たな事実を付
け加えるものではあるが，既報記事の内容と同趣旨のものである。更に，本件記事
②の掲載された週刊アサヒ芸能が発売されてから，既に８年以上が経過している。
　　また，本件記事①は，テレビ朝日に復帰後１年程度の時期に出されたものであ
り，原告本人尋問の結果によれば，本件記事①により仕事の量は特に変わらないと
いうものの，原告は萎縮し，また所属事務所のマネージャーから仕事がしにくくな
ったと言われるなど，原告の仕事や私生活に影響を与えていることが認められる。
　　他方，本件記事①のうちＤとの関係は過去に報じられたものであること，記事
本文を併せて読めば，本件タイトルのうち本件映像に関する部分を誤解することは
ないこと，新聞紙上に本件広告が出されたのがスポーツ新聞４紙の東京版・大阪版
のみであることなどの事情も認められる。
　　上記の各事情及び，前示の認定事実に係る諸般の事情を総合考慮すれば，原告
の受けた精神的苦痛を慰謝すべき慰謝料の金額は，本件記事①等のタイトルについ
ては１５０万円，本件記事②については１００万円をもって相当と認める。
(2)　謝罪広告について
　　本件記事①による原告に対する名誉毀損の態様，その程度及びその影響，原告
の職業活動の状況や知名度，本判決により上記の慰謝料の支払が命ぜられること，
その他本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すれば，原告の名誉を回復するために原
告が求めている謝罪広告を必要とするとは認められない。
(3)　弁護士費用について
　　本件訴訟における認容額，訴訟追行の難易，その他本件に顕れた諸般の事情を
総合考慮すれば，被告らの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は，本件
記事①等については２０万円，本件記事②については１０万円をもって相当と認め
る。
４　争点４（消滅時効）について
(1)　民法７２４条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは，被害者において，
加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に，その可能な程度にこれらを現
実に知った時を意味するものと解するのが相当である（最判平成１４年１月２９
日・民集５６巻１号２１８頁参照）ところ，甲６号証，甲８号証，甲１３号証，原
告本人尋問の結果によれば，原告は，平成１３年１２月１９日ころ，本件記事②の
存在を知ったことが認められる。
(2)　この点について，被告らは，原告が陳述書に「私たちの結婚生活は，あなた方
によって治ることのない大きな傷を負わされたのです。」と記述していることをも
って，遅くとも平成７年５月に本件記事②の存在を知っていたと主張するが，この
陳述書は，原告が平成５年８月当時報道された記事の影響を受けて原告の結婚生活
が破綻するに至った旨を記述したにすぎず，個別的に各記事を知っていたことを記
述したものではないこと，本件記事②については，上記記述の前に「テレビもみな
い，週刊誌もよまない生活をしていた私は知りませんでしたが・・・（中略），あ
なたがたアサヒ芸能編集部は，翌１９９５年（１９９４年の誤り）になってもま
だ，まったく根拠の無い誹謗中傷を書き続けていたのですね。」と明確に記述して
いるとおり，知らなか
ったものとしているのであって，原告が平成７年５月当時本件記事②の存在を知っ



ていたと認めることはできない。
(3)　そうすると，本件記事②による名誉毀損に基づく損害賠償請求権の消滅時効の
起算点は，平成１３年１２月１９日であり，原告が本件訴訟において本件記事②に
ついての請求を追加したのは平成１４年６月２５日である（当裁判所に顕著な事
実）から，未だ消滅時効が完成していないことは明らかである。被告の上記主張を
採用することはできない。
第４　結論
以上によれば，原告の請求は，被告らに対して連帯して１７０万円及び本件記事①
の不法行為日である平成１３年１２月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の
割合による遅延損害金の支払を求め，被告徳間書店に対して１１０万円及び本件記
事②の不法行為日の後である平成６年７月１４日から支払済みまで民法所定の年５
分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，この限度で認容
し，その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用の
負担につき民事訴訟法６１条，６５条１項を，仮執行の宣言につき同法２５９条１
項を，それぞれ適用して，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４８部

裁判長裁判官   須　　藤　　典　　明

　　　裁判官   鳥　　居　　俊　　一

　　　裁判官   高　　橋　　純　　子

･
別紙１

謝罪広告掲載条件

・　掲載媒体は，被告株式会社徳間書店が発行する「週刊アサヒ芸能」誌とする。

・　掲載場所は，表紙４面（いわゆる裏表紙）の全面を用いること。

・　掲載回数は１回とする。

・　字画は，「謝罪広告」との題字は明朝体２４ポイント，その他の本文は明朝体
１２ポイントを用い，相応の間隔をとって掲載すること。
･
別紙２

謝罪広告
平成　年　月　日
Ａ様
　私たちは，平成１３年１２月１１日発売の「週刊アサヒ芸能」５６巻４８号（平
成１３年１２月２０日号）２９頁ないし３１頁に，Ａ氏がプロ野球球団所属のＤ氏
と愛人関係にあったとする記事を掲載し，またこれと同趣旨の新聞広告・中吊り広
告を各スポーツ新聞及び列車内に掲載しましたが，右記事及び広告は全く事実無根
でありました。また，右記事及び広告には，Ａ氏の胸部裸体を撮影した画像が現実
に存在し，右画像が同誌に掲載されているかの如き誤った認識を流布する，不適切
な表現がありました。
　私たちは，これらの誤った記事及び広告によりＡ氏の名誉を著しく毀損し，Ａ氏
及び関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深く反省し，ここに心からお
詫び申し上げます。
東京都港区ａ丁目ｂ番ｃ号　　　　　　
株式会社徳間書店　　　　　　　　　　
代表者代表取締役　　　　　　　　　Ｇ



週刊アサヒ芸能編集人　　　　　　　Ｃ
週刊アサヒ芸能記者　　　　　　　　Ｂ


